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野田市規則第６４号 

 

   野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則等の一部を改正する規則 

 

 （野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の一部改正） 

第１条 野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則（平成１８年野田市規則

第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表一時預かり事業の項中「全て保育士」の次に「（千葉県の区域に係る

法第１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。以下同じ。）」を加え

る。 

（野田市保育所等の利用に関する規則の一部改正） 

第２条 野田市保育所等の利用に関する規則（平成２７年野田市規則第２号）

の一部を次のように改正する。 

別表第２の１０の項中「保育士」の次に「（千葉県の区域に係る児童福祉

法第１８条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」を加える。 

（野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付規則の一部改正） 

第３条 野田市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付規則（平成２８年野田市

規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

（定義） 

 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1)  保育所等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第２条第６項に規定する認定こども園並びに法第６条の３第１０項に規

定する小規模保育事業及び同条第１２項に規定する事業所内保育事業を

行う施設であって、市内に所在するものをいう。 

(2)  保育士 法第１８条の４に規定する保育士及び千葉県の区域に係る法

第１８条の２９に規定する地域限定保育士をいう。 



（野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則の一部改正） 

第４条 野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則（平成２９年

野田市規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「保育士、」を「保育士（千葉県の区域に係る法第１８条

の２９に規定する地域限定保育士を含む。）、」に改める。 

（野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付規則の一部改正） 

第５条 野田市保育士就労奨励金支給事業補助金交付規則（平成３１年野田市

規則第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中イをウとし、同号アの次に次のように加える。 

  イ 千葉県の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


